
協会けんぽ茨城支部 令和5年度保険料率のお知らせ

あなたとあしたへつづく、健康を。けんぽのいっぽ！

令和5年3月分（4月納付分）からの保険料率は次のとおり改定されます。

特定健診
（ご家族の健診）

◆40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
◆変更後の健康保険料率と介護保険料率は、3月分（4月納付分）から適用されます。
　賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。
◆健康保険料率（9.73％）の内訳は、基本保険料率（6.16％）と特定保険料率（3.57％）です。

生活習慣病予防健診
（ご本人の健診）

▶対象は３５歳～７４歳の
　被保険者さま（お勤めのご本人）
▶令和5年4月より自己負担の軽減
　前：最高7,169円　→　後：最高5,282円
▶メタボリックシンドローム＋5大がんまでカバー
　（肺・胃・大腸・子宮※・乳房※　※は別途自己負担が必要）

▶対象は４０歳～７４歳の被扶養者さま（ご家族）
▶お得に受診が可能
　集団健診：無料、個別健診：約1,600円
▶お住まいの市町村で実施しているがん検診も
　同時に実施可能※　
　※詳細はお住いの市町村にお問い合わせ

〒310-8502
水戸市南町3-4-57 水戸セントラルビル
TEL：029-303-1500（代表）

最新情報はＨＰをご覧ください
「協会けんぽ茨城」で検索

健康保険料率（都道府県ごと）

9.73％
介護保険料率（全国共通）

9.77％

疾病の予防や早期発見、生活習慣の改善のために年に一度健康診断を受診しましょう。

　協会けんぽの令和5年度の全国平均健康保険料率は10.0％です。協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なっており、各都
道府県の医療費等で決められています。健康づくり等によりその都道府県の医療費を下げることができれば、保険料率の伸びを抑えるこ
とができる仕組みとなっています。

皆様の取り組みで保険料率は変わります！

令和4年度 1.82％1.64％
令和4年度
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消費税のインボイス制度が開始されます
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１.インボイス制度の概要
⑴ 導入の経緯等
　インボイス制度は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、売手が買手に対して正
確な適用税率や消費税額等を伝えるために導入されるものです。

⑵ 消費税の仕組み
　消費税は消費者が負担することを予定する税ですが、納税をするのは、各取引段階において、
消費者に物の販売や、サービスの提供を行った事業者となります。納税する消費税額は、売上げ
に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することにより算出します。この仕入れに係
る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

２.インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備等
⑴ インボイス発行事業者となるかどうかの判断
　インボイス発行事業者となるかは事業者の任意であるため、売上先のインボイスの要否や申
告に係る事務負担の検討を行った上で登録の要否を検討する必要があります。

令和５年度税制改正の大綱が令和４年12月23日に閣議決定されました。
当該大綱において、インボイス制度に係る改正（案）も掲げられております。
詳しくは、財務省ホームページの特設サイトをご覧ください。
※本文は令和５年１月時点の法令に基づき作成しています。
 【参考】国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトをご覧ください。

　インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者（登録を受けることができるのは、課税事
業者に限ります。）は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります（e-Tax
又は郵送により提出できます。）。制度開始（令和５年10月１日）からインボイス発行事業者となる
ための申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」をご確認ください。

⑵ 登録申請手続

３.令和５年度税制改正（案）について
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※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示
※計算の前提とした重要事項を付記
（対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等）

◆
採
用
し
た
労
働
者
に
占
め

　

る
女
性
労
働
者
の
割
合

◆
男
女
別
の
採
用
に
お
け
る

　

競
争
倍
率

◆
労
働
者
に
占
め
る
女
性
労

　

働
者
の
割
合

◆
係
長
級
に
あ
る
者
に
占
め

　

る
女
性
労
働
者
の
割
合

◆
管
理
職
に
占
め
る
女
性
労

　

働
者
の
割
合

◆
役
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合

◆
男
女
別
の
職
種
ま
た
は
雇

　

用
形
態
の
転
換
実
績

◆
男
女
別
の
再
雇
用
ま
た
は

　

中
途
採
用
の
実
績

◆
男
女
の
賃
金
の

　
差
異（
必
須
）

◆
男
女
の
平
均
継
続
勤
務
年

　

数
の
差
異

◆
10
事
業
年
度
前
お
よ
び
そ

　

の
前
後
の
事
業
年
度
に
採

　

用
さ
れ
た
労
働
者
の
男
女

　

別
の
継
続
雇
用
割
合

◆
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率

◆
労
働
者
の
1
月
当
た
り
の

　

平
均
残
業
時
間

◆
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
労

　

働
者
の
1
月
当
た
り
の
平

　

均
残
業
時
間

◆
有
給
休
暇
取
得
率

◆
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
有

　

給
休
暇
取
得
率

区分
男女の賃金の差異
（男性の賃金に対する
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インボイス制度の概要 令和5年10月1日～

【インボイス】売　手 買　手

10,000円
（10%）

仕入税額売上税額

10,000円
（10%）

買手の求めに応じ
インボイスを交付

※事前にインボイス発行事業者の登録手続が必要
※課税事業者のみ発行が可能

インボイスを保存して
仕入税額控除を適用

インボイスにより、
売手と買手の
税率と税額の
認識を一致

させる
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